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「第８回九州地域農業特定技能協議会運営委員会」議事要旨 

 

開催日時：令和７年 10月 28 日（火）14:00～17:00 

 

開催場所：熊本地方合同庁舎 10階農政第 6会議室 

※対面及びオンラインで実施 

 

出席者：別紙のとおり 

 

議事要旨 

１．決定事項 

・議事資料のとおり、「九州地域農業特定技能協議会」規約の一部改正。 

 

２．特定技能制度の現状等について 

○ 厚生労働省 

・在留資格別、産業別、国籍別にみた外国人労働者数の推移や外国人を雇用する事

業主への支援策等、技能実習制度及び特定技能制度見直しの経緯、制度の運用に関

する基本指針の概要等について、厚生労働省作成の動画により説明。 

 

○ 福岡出入国在留管理局熊本出張所 

・特定技能制度における運用改善等について説明。 

・2025年４月１日から、特定技能制度における各種届出の届出項目や届出頻度の変

更などを内容とする、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」

が施行されたことに伴い、特定技能制度の運用が一部変更された。 

・特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生施策に対する協力を要請されたと

きは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていることが、特定技能所属機

関の基準として規定された。そのため、特定技能所属機関は市区町村に対して「協

力確認書」を提出していただくこととなっている。 

 

３．農林水産省からの説明及び報告 

〇九州農政局 

・九州地域における特定技能外国人の受入れ状況及び九州農政局管内の労働力確保

にかかる取組事例の紹介があり、今後の優良事例の収集への協力依頼があった。 

 

○ 農林水産省就農・女性課 
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・特定技能制度及び技能実習制度において、両制度の更なる適正化に向けた制度所

管省庁と分野所管省庁との情報連携の取組が開始されたことに伴い、「農業分野の

特定技能外国人の適正な受入れを行うために講じる措置等（令和７年７月 31 日農

業分野運営委員会決定第４号）」が決定したことについて説明及び情報提供に係る

様式の提示があった。 

・予算事業としては、試験の円滑な実施、相談窓口の設置及び優良事例の収集・周

知、補正として、現地説明・相談会及び学習機会の提供等を行っている旨説明があ

った。 

・農林水産省がこれまでに５回「農業分野における外国人材の受け入れセミナー」

を開催しており、地方自治体担当者や JA、協議会構成員に視聴していただいてい

る旨説明があった。 

・一般社団法人全国農業会議所が運営している外国人材向け学習用 E-ラーニング

についての活用にむけての説明があった。 

 

４．各構成員からの情報提供及び意見交換 

 ・各構成員（県および各団体等）から、農業分野の外国人活用に係る取組状況及び

課題等について説明があった。また説明をもとに意見交換をおこなった。 

 

５．質疑応答 

 〇在留諸申請及び定期届出における提出書類の省略が可能な条件の確認について。 

 →オンライン申請、電子届出の代理申請でも省略は可。 

 

 〇外国人材相談対応のチャットボットの対象について。 

 →特定技能外国人材を対象としている。 

 

 〇学習支援教材を用いた産地講習会での負担分について。 

 →講師派遣にかかる経費、講師謝金、学習教材費等は事業にて負担。研修に参加す

る外国人材の勤務相当分の賃金が所属機関の負担分。 

  

 〇E-ラーニングの特定技能２号試験対策ツールの作成について。 

 →耕種農業については令和７年度内の完成をめざして作成中。畜産農業については

令和８年度の予算で作成できるよう現在要求中。 

  

 〇監理支援機関の許可基準（常勤職員一人当たりの受け入れ機関数と受入れ人数の

上限）について、分野別の代替要件の設定の検討について。 
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 →育成就労外国人の保護の観点から監理支援事業を適正に行うことのできる規模

を担保するための基本ルールが定められたものと承知。農業分野としてもこの趣旨

を尊重し、まずは基本ルールに則って運用すべきと考えているが、今後、仮に明確

な支障が生じるような状況となった場合には、適切な基準のあり方について関係団

体と連携し、あらためて検討したい。 

 

 

                                  （以上） 
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（別紙） 

第８回九州地域農業特定技能協議会運営委員会出席者 

 

【事業所管官庁】 

  農林水産省経営局就農・女性課 

九州農政局経営・事業支援部 

九州農政局生産部 

福岡県農林水産部 

佐賀県農林水産部 

長崎県農林部 

熊本県農林水産部 

大分県農林水産部 

宮崎県農政水産部 

鹿児島県農政部 

 

【制度所管官庁】 

   法務省出入国在留管理庁福岡出入国在留管理局熊本出張所 

   

【九州地域の農業分野の特定技能所属機関を構成員とする団体その他の関係者】 

   一般社団法人 熊本県農業法人協会 

   大分県農業法人協会 

   一般社団法人 宮崎県農業法人経営者協会 

   福岡県農業協同組合中央会 

   佐賀県農業協同組合中央会 

   長崎県農業協同組合中央会 

   熊本県農業協同組合中央会 

   大分県農業協同組合中央会 

   鹿児島県農業協同組合中央会 

   一般社団法人 大分県農業会議 

   一般社団法人 宮崎県農業会議 

   

 


